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定期監査の結果について（提出） 

 

  地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条

第９項の規定によりその結果を提出します。   

 

 



第１ 監査の対象 

日進市立北部保育園     

 

第２ 監査の期間 

    平成３０年３月２６日から平成３０年５月２１日まで    

 

第３ 監査の方法 

      北部保育園について、施設の維持管理などの財務に関する事務が適正に 

執行されているかを主眼として、関係職員からの説明による聴取と関係書

類の審査をするとともに現地調査を行いました。     

 

第４ 監査の概要 

 １ 保育園の概要                   

 北部保育園は、児童福祉法に基づく児童福祉施設として保護者の就労な

どにより児童の保育ができない者のために設置された施設です。 

北部保育園の児童の定員は 192 人です。 

4 月現在で 5 歳児 37 人、4 歳児 38 人、3 歳児 39 人、2 歳児 21 人、1 歳

児 19 人、0 歳児 1 人、合計 155 人の園児の保育を行っています。 

そのうち早朝 43 人、延長 112 人の園児の長時間保育を行っています。 

  職員は、正規職員が園長 1 人、園長代理 1 人、保育専門員 1 人、主査保

育士 2 人（内育休 1 人）、主任保育士 5 人（内育休 2 人）、保育士 8 人（内

育休 1 人、任期付 3 人）、の合計 18 人（育休中を含む。）です。臨時職員は

保育士 25 人、業務委託による業務員が 14 人です。 

 

２ 施設の概要 

   所在地は、日進市竹の山四丁目５０４番地です。 

敷地面積は 4,000.05㎡、建物面積は 1,585.06㎡です。 

建物の内容は、保育室１０室、乳児室、遊戯室、職員室、保健室、調理室、

その他の部屋（一時保育室）各１室があります。 

 

第５ 監査の結果   

施設の維持管理及び提出書類について、監査を実施した範囲において執 

行状況は、おおむね適正であったと認められましたが、次の点について要

望、意見します。 



[要望] 

・ 保育料の未納徴収に積極的に努められたい。 

 ・ 業務終了後は速やかに退勤し、時間外に勤務する場合は申請・命令によ

り適正に実施されたい。 

 ・ 食材の納品、保管状況等については、適時市職員の現場確認による適正

な検査を実施されたい。 

 

 [意見] 

 ・ 階段部分の手摺については、園児の転落事故に繋がらないよう安全対策

を施されたい。 

 ・ 園庭の物置は、事故防止のため常時施錠されたい。 

 

  



第１ 監査の対象 

日進市立中部保育園     

 

第２ 監査の期間 

    平成３０年３月２６日から平成３０年５月２１日まで    

 

第３ 監査の方法 

      中部保育園について、施設の維持管理などの財務に関する事務が適正に 

執行されているかを主眼として、関係職員からの説明による聴取と関係書

類の審査をするとともに現地調査を行いました。     

 

第４ 監査の概要 

 １ 保育園の概要                   

 中部保育園は、児童福祉法に基づく児童福祉施設として保護者の就労な

どにより児童の保育ができない者のために設置された施設です。 

中部保育園の児童の定員は 164 人です。 

4 月現在で 5 歳児 41 人、4 歳児 40 人、3 歳児 35 人、2 歳児 15 人、1 歳

児 14 人、0 歳児 2 人、合計 147 人の園児の保育を行っています。 

そのうち早朝 58 人、延長 104 人の園児の長時間保育を行っています。 

  職員は、正規職員が園長 1 人、園長代理 1 人、保育専門員１人、主査 2

人（内育休 1 人）、主任保育士 1 人、保育士 9 人（内育休 1 人、任期付 1 人）、

の合計 15 人（育休中を含む）です。臨時職員は保育士 28 人（内再任用 1

人）、業務委託による業務員が 7 人です。 

 

２ 施設の概要 

   所在地は、日進市浅田町平池３５番地です。 

敷地面積は 2,871.43㎡、建物面積は 1,496.79㎡です。 

建物の内容は、保育室 8室、遊戯室、職員室、保健室、調理室各１室、そ

の他の部屋 5室があります。 

 

第５ 監査の結果   

     施設の維持管理及び提出書類について、監査を実施した範囲において執

行状況は、おおむね適正であったと認められましたが、次の点について要

望、意見します。 



[要望〕 

 ・ 防犯カメラは、防犯上及び安全対策上効果的な場所に設置するとともに、

正門門扉の止め具による金属音が発生しないよう整備されたい。 

 ・ 業務終了後は速やかに退勤し、時間外に勤務する場合は申請・命令によ

り適正に実施されたい。 

 ・ 食材の納品、保管状況等については、適時市職員の現場確認による適正

な検査を実施されたい。 

 

[意見] 

 ・ 図書コーナーの手摺については、園児の転落事故に繋がらないよう安全

対策を施されたい。 

 ・ 園庭の物置は、事故防止のため常時施錠されたい。 

 


